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１ 統合上限額管理加算の請求について

（１）現在の取扱い

障害福祉サービスの上限額管理加算の取扱いにならい
１０割の給付費であり、国保連のシステムで取り扱えません
ので、当該加算分のみ別途書面による請求となっています。

（２）平成２１年４月以降の取扱い

障害福祉サービスにおいて、本市の地域生活支援給付
と同じく管理結果に関わらず加算を付すこととなるとともに、
原則９割の給付費と整理→ 本市においても障害福祉
サービスの取扱いにならい原則９割の給付費と整理

国保連への電子請求の対象外

原則として、国保連への電子請求とします。
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（３）事務処理について
ア 明細書への記載方法
統合上限額管理加算分の費用の額についても、同じ
サービス種類の他のサービスコードと同様に当該
サービスの総費用額に計上して給付費額等を計算して
いただくこととなる予定です。（詳しくは、国の請求事務
処理に係る取扱いが示され次第お知らせします。）
また、本加算分の請求に用いる明細書は、本加算の
給付率が９割となったことにより基本報酬の請求に用いる
明細書（様式第１３号）とし、現在用いている明細書（様式
第１３号の２）につきましては、一部様式を変更し、給付率
１０割の給付費（訪問入浴（中止））に用いる明細書とする
予定です。
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イ 請求方法の例外について
以下の事業者の方につきましては、引き続き書面に
よる請求を可能とします。
（ア）地域生活支援給付において、みなし登録地域生活
支援給付サービス事業者のみの登録を受けられている
事業者の方

（イ）本体の給付費について、書面による請求を認められた
事業者の方

２ 地域生活支援給付費の代理受領に係る委任状の取扱い
について

標記につきまして、法定代理受領である障害福祉
サービスと異なり、給付費請求開始の都度個別に委任状を
依頼していたところですが、受給者の方からサービス利用
申請を受け付ける際、包括的に委任をいただくことにより、



5

個別の委任状の提出を原則として不要といたします。
なお、包括的な委任状をいただかなかった受給者の方
につきましては、受給者証の（二）欄の備考欄に「要委任
状」と記載いたします。

○ 適用開始日
平成２１年５月１日付の支給決定から

３ 地域生活支援給付の統合上限額管理のスケジュール
の取扱いについて

標記につきましては、障害福祉サービスの上限額管理の
スケジュールに準じ、以下のとおりとしています。
○ 利用者負担額一覧表の提出期限

サービス提供の翌月３日
○ 利用者負担上限額管理結果票の提出期限

サービス提供の翌月６日
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このうち、上限額管理結果票につきましては、障害福祉
サービスの併給者の方については障害福祉サービスの
上限額管理が終了しないと統合上限額管理事務を行え
ないため、６日同日の期限設定が大変厳しいとの声がある
ところです。

このため、上限額管理結果票の提出期限につきまして、
以下のとおりとします。

原則としてサービス提供の翌月６日まで（ただし、上限
額管理事業所と関係事業所間の協議によりサービス
提供の翌月８日までとすることも可）
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なお、国保連への請求期日は１０日必着となっていること
から、提出期限の設定には、各事業所の営業日の確認等
を含め、事業所間の綿密な連携をお願いするとともに、
提出期限の厳守をお願いいたします。


